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人
間
ド
ッ
ク・脳
ド
ッ
ク
助
成
事
業

税
務
住
民
課　
戸
籍
住
民
室　
☎
（
56
）
２
２
２
２
２

　
川
根
本
町
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
下
記
の
要

件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
を
対
象
に
、
人
間
ド
ッ
ク
等
健
診
費
用
の
一

部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

◆
内
　
　
容　
・
人
間
ド
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
・
脳
ド
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
・
人
間
ド
ッ
ク
と
脳
ド
ッ
ク
の
セ
ッ
ト　

◆
助
成
金
額　
・
人
間
ド
ッ
ク 

２
０
，
０
０
０
円

　
　
　
　
　
　
・
脳
ド
ッ
ク 

２
０
，
０
０
０
円

　
　
　
　
　
　
・
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
の
セ
ッ
ト 

３
５
，
０
０
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◆
助
成
要
件

【
国
民
健
康
保
険
】

■
申
請
時
、
１
年
以
上
川
根
本
町
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

■
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
な
い
世
帯

■
平
成
31
年
度
（
令
和
元
年
度
）
中
に
国
民
健
康
保
険
特
定
健
康
診
査
を

　
受
け
て
い
な
い
方

【
後
期
高
齢
者
医
療
】

■
川
根
本
町
に
住
所
を
有
す
る
被
保
険
者
で
あ
る
方

■
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
方

■
平
成
31
年
度
（
令
和
元
年
度
）
中
に
他
の
医
療
保
険
制
度
に
よ
り
人
間

　
ド
ッ
ク
等
の
助
成
を
受
け
て
い
な
い
方

■
平
成
31
年
度
（
令
和
元
年
度
）
中
に
後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査
を

　
受
け
て
い
な
い
方

◆
契
約
医
療
機
関

　
■ 

Ｊ
Ａ
静
岡
厚
生
連　
静
岡
厚
生
病
院 

☎
０
５
４(
２
７
２)

１
４
６
６

　
■ 

藤
枝
市
立
総
合
病
院 

☎
０
５
４(

６
４
６)
１
１
１
７

　
■ 

藤
枝
平
成
記
念
病
院 

☎
０
５
４(

６
４
６)
６
１
８
１

　
■ 

総
合
健
診
セ
ン
タ
ー
ヘ
ル
ス
ポ
ー
ト 

☎
０
５
４(

６
３
６)
６
４
６
０

　
■ 

市
立
島
田
市
民
病
院 

☎
０
５
４
７(

３
５)

１
６
０
１

　
■ 

聖
隷
予
防
検
診
セ
ン
タ
ー 

☎
０
５
３(

４
３
９)

１
１
１
１

　
■ 

聖
隷
健
康
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ーShizuoka 

☎
０
５
４(

２
８
０)

６
２
１
１

　
■ 

西
焼
津
健
診
セ
ン
タ
ー 

☎
０
５
４(

６
２
０)

６
０
８
５

◆
申
し
込
み
に
つ
い
て

　
受
診
希
望
日
・
医
療
機
関
名
・
希
望
検
査
内
容
を
ご
自
身
で
医
療
機
関
に
連
絡
し
予

約
し
て
い
た
だ
き
、
受
診
希
望
日
の
14
日
前
ま
で
に
担
当
課
ま
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
を
確
認
後
、
『
受
診
証
』
を
交
付
し
ま
す
。

◆
助
成
に
関
す
る
ご
注
意

■
国
保
特
定
健
診
・
後
期
高
齢
健
康
診
査
を
受
診
さ
れ
る
（
受
診
さ
れ
た
）
方
は
、
人

間
ド
ッ
ク
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
両
方
受
診
さ
れ
た
方
は
、
人

間
ド
ッ
ク
の
助
成
金
額
を
返
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
40
歳
～
74
歳
の
国
保
特
定
健
診
受
診
対
象
に
な
る
方
は
、
人
間
ド
ッ
ク
受
診
に
よ
っ

て
特
定
健
診
を
受
診
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
間
ド
ッ
ク
健
診
結
果
か
ら
必
要

に
応
じ
て
、
特
定
保
健
指
導
対
象
者
と
し
て
町
か
ら
ご
案
内
が
さ
れ
ま
す
こ
と
を

ご
了
承
の
う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
受
診
の
前
に
必
ず
受
診
申
請
書
を
役
場
担
当
に
提
出
し
、
受
診
証
の
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。
受
診
後
で
は
助
成
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。 

担　
当 

： 

本　
庁　
税
務
住
民
課　
戸
籍
住
民
室　
☎(

56)

２
２
２
２

企
画
課　
☎（
56
）２
２
２
１

健
康
福
祉
課　
地
域
福
祉
室　
☎（
56
）２
２
２
４

毎
年
６
月
１
日
は

「
人
権
擁
護
委
員

       

の
日
」で
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
の
皆

さ
ん
か
ら
人
権
相
談
を
受
け
、
問

題
解
決
の
お
手
伝
い
や
、
法
務
局

の
職
員
と
協
力
し
て
人
権
侵
害
に

よ
る
被
害
者
の
救
済
を
す
る
ほ
か
、

地
域
の
皆
さ
ん
が
人
権
に
つ
い
て
関

心
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
啓

発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

川
根
本
町
に
は
法
務
大
臣
か
ら

委
嘱
を
受
け
た
４
人
の
人
権
擁
護

委
員
が
活
躍
し
て
お
り
、
年
６
回
、

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
人
権

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
に
限
ら
ず
人
権
に
つ
い
て
の

相
談
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー　
☎（
59
）３
３
３
２

本
川
根
Ｂ
＆
Ｇ

海
洋
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

●
海
洋
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル
が

　
オ
ー
プ
ン
し
ま
す

期
間　
６
月
１
日（
土
）か
ら
９
月
29

日（
日
）ま
で　
※
休
館
日
は
除
く
。

時
間　
午
前
９
時
～
午
後
８
時
45

分
（
昼
・
夕
に
１
時
間
ず
つ
休
憩

を
挟
み
ま
す
）

利
用
料　
大
人
／
１
０
０
円
、
小

中
高
生
／
５
０
円
、
幼
児
／
無
料

（
付
き
添
い
の
方
も
規
定
の
料
金
を
い
た
だ
き
ま
す
）

※
夏
休
み
期
間
中
に
つ
い
て
は
小
中

高
生
の
使
用
が
無
料
と
な
り
ま
す

【
注
意
】幼
児・小
学
生
に
は
必
ず
大

人
の
方
が
付
き
添
っ
て
く
だ
さ
い
。帽

子
の
着
用
、飛
び
込
み
禁
止
、ケ
ン
カ

せ
ず
に
仲
良
く
使
う
こ
と
、体
調
の

悪
い
時
は
プ
ー
ル
に
入
ら
な
い
な
ど

の
ル
ー
ル
を
必
ず
守
って
く
だ
さ
い
。

●
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
も

　
ご
利
用
く
だ
さ
い

開
館
時
間
内
に
１
人
１
０
０
円
で

利
用
が
可
能
で
す
。

※
利
用
に
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
講
習

会
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

日
程
に
つ
い
て
は
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

下原　 泰 委員

神谷 さつき 委員

上野 直子 委員

森田 雅文 委員

第
２
次「
川
根
本
町
男
女
共
同
参
画　
　

　
　
　

  

プ
ラ
ン
」を
策
定
し
ま
し
た

◎
そ
も
そ
も
男
女
共
同
参
画
っ
て
？

　
「
言
葉
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
…
」「
男
性
も
家
事
を
し
ろ
っ
て
こ
と
？
」「
女

性
も
男
性
の
よ
う
に
働
く
こ
と
？
」
な
ど
と
思
っ
て
い
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
「
男
女
共
同
参
画
」
は
、
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
生
活
の
実
に
身
近
な
と
こ
ろ
に

関
わ
る
こ
と
で
す
。

☝ 

例
え
ば
そ
れ
は
、「
自
分
ら
し
さ
を
大
切
に
で
き
る
こ
と
」

　
「
男
は
こ
う
・
女
は
こ
う
」
と
決
め
つ
け
て
い
ま
せ
ん
か
？
大
切
な
の
は
「
そ
の
人

ら
し
さ
」。
そ
の
人
が
選
ん
だ
自
分
ら
し
さ
を
尊
重
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
も「
女

(

男)

の
子
な
ん
だ
か
ら
…
」「
男(
女)

の
く
せ
に
…
」
な
ど
と
言
わ
ず
、
個
性
を
大

切
に
し
ま
し
ょ
う
。

☝ 

例
え
ば
そ
れ
は
、「
お
互
い
を
思
い
や
り
尊
重
す
る
こ
と

　

家
庭
や
職
場
、
地
域
で
の
役
割
を
自
分
一
人
で
背
負
っ
た
り
、
誰
か
一
人
に
任
せ

て
い
ま
せ
ん
か
？
パ
ー
ト
ナ
ー
や
職
場
の
仲
間
、
地
域
の
隣
人
な
ど
、
お
互
い
を
思

い
や
り
な
が
ら
、
喜
び
と
責
任
を
分
か
ち
合
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

☝ 

例
え
ば
そ
れ
は
、「
人
生
の
選
択
肢
が
増
え
る
こ
と
」

　

あ
な
た
の
地
域
や
職
場
で
は
、「
重
要
な
役
割
は
男
性
、
補
助
的
な
役
割
は
女
性
」

に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
性
別
に
よ
っ
て
、
職
業
や
地
域
で
の
役
割
を
限
定
せ
ず
、

そ
の
人
個
人
の
能
力
が
発
揮
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
男
女
が
お
互
い
を
思
い
や
り 

み
ん
な
笑
顔
で
元
気
な
ま
ち
」
に
！

　

町
の
人
口
減
少
が
進
む
中
、
地
域
の
活
力
を
維
持

し
て
い
く
た
め
に
は
、
性
別
や
年
齢
、
障
害
の
有
無

に
関
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
町
民
が
個
性
と
能
力
を
発

揮
し
、
お
互
い
を
思
い
や
り
な
が
ら
、
自
分
ら
し
く

生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
が
必
要
不
可
欠

で
す
。

　

こ
う
し
た
「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
を
実
現
す
る

た
め
、
第
２
次
と
な
る
「
川
根
本
町
男
女
共
同
参
画

プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
こ
の
プ
ラ
ン
の
推
進
に
は
、
家
庭
・
地
域
・
学
校
・

企
業
・
行
政
の
連
携
・
協
力
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

　

町
中
に
笑
顔
が
あ
ふ
れ
、
今
よ
り
も
も
っ
と
元
気

で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
川
根
本
町
に
す
る
た
め
に
、
み

な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ここにも、一つの物語。
広報かわねほんちょう 1617


